
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子ども発達支援計画の施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子ども発達支援計画について 

１ 計画策定の背景・計画の位置づけ 

・2016 年の児童福祉法の一部改正により「障害児福祉計画」の策定が義務

付けられたため、2017年度に町田市子ども発達支援計画（2018～2020）

を策定した。 

・子ども・子育て施策との一体化を進めるために、2019 年度に策定した「新・

町田市子どもマスタープラン（後期）」に子ども発達支援計画の基本計画を

取込み、行動計画を 3年度ごとに策定することにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

・２０２１年度から２０２３年度までの３ヵ年を策定する。 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

新・町田市子どもマスタープラン

新・町田市子どもマスタープラン（２０１５～２０２４）

（前期）子ども・子
育て支援事業計画
（２０１５～２０１９）

（後期）子ども・子育て支援事業計画
（２０２０～２０２４）

町田市子ども発達支援計画
施策の体系（２０２１～２０２３）

町田市子ども発達支援計画

町田市子ども発達支援計画
行動計画（２０２１～２０２３）

町田市子ども発達支援計画
（２０１８～２０２０）  

港区区民協働ガイドラインの項目案 町田市子ども発達支援計画（2021～2023）行動計画の概要（案） 

          基本施策            取組事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（１）豊かな人間性や社会性を育む場の確保 

（１）子どもの特徴に応じた療育の充実 

（２）「生きる力」をバランスよく育む教育環境の整備 

（３）子どもの成長に合わせた継続的な支援 

（１）子どもや家庭状況に応じた相談支援体制の充実 

（１）障がい等に関する理解の促進と環境整備 

（１）不安や悩みに寄り添った教育・保育サービス等の充

実 

（１）地域とのつながりを広げるための支援 

（２）「自分らしい」子育てへの理解と支援 

（１）重症心身障がい児や医療的ケア児のいる家庭の支
援体制の充実 
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２．障害児福祉計画に関する国の動向 

厚生労働省 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し（案） 

令和2年1月17日社会保障審議会障害者部会が開催され、障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る成果目標および活動指標が示された 

○主な成果目標 障害児通所支援等の地域支援体制の整備、相談支援体制の充実・強化等 

○主な活動指標 医療的ケア児等コーディネーターの配置、地域の相談支援機関との連携強化の取組の実施等 

５．行動計画の策定体制 

・町田市子ども・子育て会議 委員数：20名（学識経験者4名、事業者の代表4名、事業の従事者の代表5名、保健医療団体の代表1名、 

経済団体の代表１名、公募による保護者3名他）  

 ・庁内検討会 子ども発達支援課、障がい福祉課、保健予防課、教育センター、子ども総務課、児童青少年課、保育・幼稚園課、子育て推進課、 

子ども家庭支援センター 

 

Ⅲ 

子どもが地域

の中で大切に

されている 

 

 

 

 

１ 一人一

人の子ども

の権利実現 

 

 

２ 子どもと

親がともに

成長する 

 

 

３  地域の

中で家族を

孤立させな

い 

 

 

４ 市民（子

どもと大人）

と行政の協

働を進める 

 

Ⅰ 

子どもが健や

かに育ち、一

人一人自分の

中に光るもの

を持っている 

 

Ⅱ 

子どもが安ら

いでいる家族

があり、家族

が地域とつな

がっている 

子
ど
も
が
自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
み
ん
な
で
創
り
出
す 

基本理念／視点 （１）子どもがさまざまな場面に

参加し、意見を発信している 

（２）子どもが個性や能力を最大

限に発揮している 

（１）子ども・子育ての支援が切

れ目なく続いている 

（２）子育てと仕事の両立がで

きている 

（３）支援を必要とする家庭に

サービスが行き届いている 

（１）子どもが地域（人・場所・

機会）とつながっている 

（２）みんなが安全・安心に子

育てをしている 

４．基本施策の取組事業 

障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが成長できる支援体制の充実を目的に、基本施策を実現する取組事業について３つの基準（①乳幼

児期から学齢期まで一貫した支援を行っている ②地域社会への参加ができる ③包容（インクルージョン＊）を推進している）により選定する。 

＊この計画において「インクルージョン」とは、「すべての人が障がい等についての理解を深め、障がいのある人もない人も、共に暮らすことができるように、人格と個性が尊重され

て社会的に包容されていること。」と考える。 

取

組

事

業

（
基

本

施

策

を
実

現

す
る
３
つ
の
基

準

に
よ
り
選

定

） 
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